
No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

内線 2624

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

部課名
担当者名

福祉部生活福祉課
鈴木(一)

戦略プラン事務事業コード

事務事業名

01-04-04 就労支援事業

課長名 伊藤
08-02-02

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

目的

　就労意欲はあるが、なかなか就業に結びつかない被保護者に対して、就業の実現に必要な支援を組織的
に行い、被保護者の自立を助長することを目的とする。

対象者
等

被保護者のうち、稼働年齢層で就労意欲があり支援することにより就労が見込まれる者

内容

令和３年度より「就労支援専門員（ハローワークＯＢ等）の設置」から就労支援事業業務委託に移行し、
更なる支援の充実を図っている。
[対象者の選定]   ・就労意欲があり、かつ支援することにより就労が見込まれる者
                 ・阻害要因があり、一般就労に向けた準備が整っていないと判断される者
[就労支援検討会] ・対象者、ケースワーカーとの三者間にて支援方針及び支援内容等を決定
[具体的支援]     ・ハローワーク足立、就労支援コーナーあらかわ、ＪＯＢ町屋等への同行及び
                   各所職業相談部門担当者との連携
　　　　　　　　 ・職業訓練受講及び資格取得等の斡旋並びに指導
　　　　　　　　 ・求人情報提供、面接指導、履歴書・職務経歴書作成指導ほか
　　             ・ケースワーカーとの連携（環境整備等）・就労先開拓及び紹介、打診、面接同行
[就労支援結果の確認] ・就労状況確認・就労支援継続の要否の検討

高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

経過

平成17年 4月　事業開始 (就労支援専門員　1名配置）
平成23年 4月　就労支援専門員を1名増員し2名体制実施
平成25年12月  就労支援コーナーあらかわ（ハローワーク常設窓口）設置
平成26年 7月　生活保護法一部改正（「就労自立給付金」の法令化）
平成27年 4月　生活保護法一部改正（「被保護者就労支援事業」の法令化）
平成30年10月　生活保護法一部改正（「就労自立給付金」の算定基準見直し）
　　　　　　　※最低給付額　単身世帯2万円　複数世帯3万円、積立率を一律10％に統一
令和 2年 4月　生活福祉課内に自立支援係設置
令和 3年 4月　被保護者及び生活困窮者就労支援業務の一体的実施（JOBサポートあらかわ）

必要性

　就労可能な被保護者に対し就職活動を支援することにより、自立の促進につなげることで生活保護制度
の適正実施を図るために必要な事業である。

実施
方法

1直営

①就労支援専門員との面接（ケース毎の就労支援指導）、②ハローワーク足立等への同行、③会社訪問同
行､面接等援助、④就業状況確認及び就職後のフォローアップ　⑤就労支援継続の要否の検討

事務事業分析シート（令和4年度）

協働 業務 財務

103 108

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

終期設定 年度
開始年度 年度 根拠

法令等

政策 02
行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
平成 17 2005

4年度
見込み

目標値
(8年度)

利用者数(被保護者) 126

42 45 60

指標に関する説明

120 150

3年度より業務委託に移行した。

3年度より業務委託に移行した。

就労者数(被保護者) 23 13

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

重点的に推進 重点的に推進

　就労可能な被保護者に対する就労への働きかけ等の支援により被保護者
の自立を助長するため、重点的に推進する必要がある。

元年度 2年度 3年度

被保護者就労支援事業

指
　
　
　
　
標



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

6,705 17,524 18,352
28年度 29年度 30年度

6,633 17,159 18,352
6,020 6,018 5,771 5,643

予算・決算額等の推移
予算額

5,629 5,633

2年度 3年度 4年度

就労者数（被保護者） ー ー ー 23 13 42 45
2年度 3年度 4年度実

績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度
6,007 5,753

元年度

職員手当等

利用者数（被保護者） ー ー ー 126 103

社会保険料 155 共済費 社会保険料 482

13,338

4,622

0

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項

勘定科目

委託料

3年度

108 120

ハローワーク等同行旅費、通勤費相当 308 旅費 ハローワーク等同行旅費、通勤費相当

2,734
444 職員手当等 期末手当 5181,000 職員手当等 期末手当

報酬 就労支援専門員報酬 2,917
期末手当

報酬 就労支援専門員報酬 5,170 報酬 就労支援専門員報酬

共済費 社会保険料 458

金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

161 旅費 ハローワーク等同行旅費、通勤費相当 252

21,089 13,471 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 2,617 ▲ 11,466

0

▲ 11,466

共済費

その他の委託料

▲ 11,304

物件費 308
行
政
コ
ス
ト
計
算
書

扶助費 0 0 分担金及び負担金 0 0 0
補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0

旅費

0
0

その他の委託料 14,207

162

差額

賞与・退職給与引当金繰入額 681

2年度

▲ 8,849
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0 0 0

▲ 8,849
特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f)

行政費用合計(b) 7,618

行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 2,617

○新たに立ち上げたJOBサポートあらかわの利用を更に促進させるため、対象者へのアプローチや周知方法を
工夫する必要がある。

差額 勘定科目

決算額（4年度は見込み）

問題点・課題の改善策

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

令和2年　決特　就労自立の件数について

令和3年度に実施した
改善内容および評価

13,498 13,190 国庫支出金 5,001 9,623 4,622
維持補修費 0 0 0 都支出金 0 0

地方税等

委託料

0 0

0

事業内容を紹介する動画の作成等
による利用者の更なる増加や、業
務切り出しによる新たな就労先の
確保を強化していく。

コロナ禍にも関わらず、数多くの参
加者が就労に繋がっており、順調に
支援実績を上げている。

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

就労支援業務委託により、被保護者
及び生活困窮者に対する支援策を強
化していく。

減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 162

行
政
費
用

給与関係費 7,038 6,910

409

2年度 3年度

0

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 5,001 9,623

▲ 128

行
政
収
入

▲ 8,687

備
考

行政費用では、委託料が主な費用である物件費が全体の約64％を占めており、次いで給与関係費約33％となっ
ている。行政収入では、国庫負担金として9,623千円の収入があった。

特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 162 162 当期収支差額(e)+(h) ▲ 2,617

272



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　路上生活者を対象にした都区共同事業であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

荒川区から繋いだ新規入所者数
自立支援センター新規入所者数
(人)

9 20 18 24

荒川区から繋いだ入所者の自立者数
(前年度からの継続分含む)

自立者数(人) 12 4 6 12

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成12年 7月 路上生活者自立支援事業に伴う都区協定締結、11月 自立支援事業開始
平成13年 4月 荒川区に路上生活者自立支援相談員を設置、8月 路上生活者対策事業実施大綱制定、
　　　　 　　特別区長と都知事による協定の締結、11月 緊急一時保護事業開始
平成17年 2月 緊急一時保護センター荒川寮開設（平成22年2月閉鎖）
平成18年11月 全ブロックに緊急一時保護及び自立支援センター設置完了
平成20年 4月 路上生活者対策事業実施大綱改定（再構築）
平成25年 2月 全ブロックに新型自立支援センター設置完了（平成27年1月から設置二巡目）
平成27年 4月 生活困窮者自立支援法に基づき事業実施（従前はホームレス対策特別措置法）
平成29年 7月 ホームレスの自立支援等に関する特別措置法の10年間延長決定
令和 2年 1月 自立支援センター台東寮閉鎖
令和 2年 7月 自立支援センター荒川寮開設(令和7年1月まで)

必要性

路上生活者等の自立に向けた対策事業として実施する必要性は高い。

実施
方法

1直営

利用承諾・処遇決定等は特別区、施設建設、住宅・職業相談体制等の確保調整は東京都が行う。
※各施設の管理運営については、特人厚が社会福祉法人等に委託

目的

荒川区内の道路、公園、河川敷で生活する路上生活者等に対して、生活相談等を行うとともに、都区共同
事業である｢路上生活者対策事業｣の利用窓口となり、路上生活者等の早期社会復帰に向けた支援を行う。

対象者
等

　荒川区内の道路、公園、河川敷で生活する路上生活者等

内容

1 路上生活者の自立に向けた生活に関する相談等
2 都区共同事業「路上生活者対策事業」に基づいて設置された自立支援センターの利用承諾承認
 [自立支援センター事業]
  (1)巡回相談　(2)緊急一時保護　(3)自立支援　(4)地域生活継続支援
　　※平成22年10月から緊急一時保護センターと自立支援センターを一本化し、新型自立支援センター
　　　として再構築
［自立支援センター設置の考え方］
  (1) 各ブロック１ヶ所設置（5年間の持ち回り）、自立支援住宅は各ブロック40戸設置。
  (2) 施設の建設は基本的に東京都が行い、管理運営は特別区が行い、特人厚が共同処理する。
  (3) 経費負担は都が2分の1、区は残りの2分の1の額の23分の1を負担する。

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

路上生活者対策事業実施大綱、ホームレス対策
特別措置法、生活困窮者自立支援法終期設定 年度

開始年度 平成 13 2001 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-13-01 路上生活者対策事業分担金
01-13-02 路上生活者自立支援事業

事務事業名 路上生活者等対策事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 新井 内線 2633

事務事業コード 08-02-03 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

区外から流入する路上生活者を、関
係部署や関係機関と連携し速やかに
支援に繋げる。

関係機関からの情報提供により、路
上生活者を速やかに事業に繋げた
ケースが数件あった。

引き続き、関係部署や関係機関と
適宜情報共有を行い、路上生活者
の速やかな支援に繋げる。

○路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者について、関係機関と連携して適切な支援へ繋げていく必
要がある。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、給与関係費と補助費等で全体の約92％を占めている。補助費等の内訳は、全額が負担金補助及
び交付金（ホームレス自立支援事業負担金）であり、総事業費の減から差額が発生している。

▲ 1,803特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 8,807 ▲ 10,610
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 8,807 10,610 1,803 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 8,807
0 0

▲ 10,610 ▲ 1,803
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 188 753 565 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 8,807 ▲ 10,610
0 0

▲ 1,803

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 4,551 3,544 ▲ 1,007 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 30 112 82 国庫支出金 0 0

0 0
0

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,038 6,201 2,163

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

需用費 連絡協議会賄 4

職員手当等 期末手当 488職員手当等 期末手当 471 職員手当等 期末手当 228

負担金補助等 自立支援センター分担金 4,551 負担金補助等 自立支援センター分担金 3,544 負担金補助等 自立支援センター分担金 6,798
役務費 緊急一時保護センター移送費 1役務費 緊急一時保護センター移送費 1 役務費 緊急一時保護センター移送費 0

旅費 緊急一時保護センター同行旅費、通勤費相当 29 旅費 緊急一時保護センター同行旅費、通勤費相当 112 旅費 緊急一時保護センター同行旅費、通勤費相当 248
共済費 社会保険料 393共済費 社会保険料 404 共済費 社会保険料 328

報酬 自立支援相談員報酬 2,450 報酬 自立支援相談員報酬 2,035 報酬 自立支援相談員報酬 2,452
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

24 30相談延件数 48 33 28 11 45
自立支援住宅在籍者数 2 2 1 2 3

7 0 8
0 2

自立支援在籍者数 6 5 7 6

4年度
緊急一時保護在籍者数 1 0 0 2 0 0 2

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

11,139 10,384
決算額（4年度は見込み） 7,004 5,201 10,867 6,100 7,906 6,247 10,384
予算額 8,629 6,354 12,695 6,904 10,461

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

毎年10月末時点窓口払件数（件） 408 116 123 180

毎年10月末時点被保護人員（人） 6,182 6,002 5,872 6,017

毎年10月末時点被保護世帯（世帯） 5,205 5,108 5,021 5,111

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

昭和29年 5月　生活に困窮する外国人に対する生活保護法の措置について（厚生省社会局長通知）
昭和59年度　　基準額の算出に水準均衡方式採用（一般世帯消費支出の約68％相当）現在に至る
平成元年度　　補助金等臨時特例等法により国庫負担金補助率を 7/10 → 3/4 に改正
平成12年度　　介護扶助創設　介護保険料分を生活扶助に加算
平成18年 4月　老齢加算廃止
平成21年12月　母子加算(H21,4廃止)復活
平成25年 8月　生活保護基準額改定（3ヵ年による段階的減額　平成27年4月完了）
平成26年 4月　消費税増税に伴う生活扶助基準額改定（3ヵ年による段階的減額後、2.9％増）
平成30年10月　生活保護基準額改定（3ヵ年による段階的減額開始　令和2年10月完了）

必要性

生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

①面接相談、申請受理　②申請に対して資産、稼働能力、扶養の可能性調査、病状調査、14日以内に決
定、通知　③施設への収容、保護費の支給　④自立助長のための生活指導・相談、病状把握等

目的

　憲法25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その程度に応じて必要な保護を
行うことで、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする。

対象者
等

　生活保護受給者のうち、支給の必要な者

内容

生活保護申請の意思がある区民からの相談を受けて申請を受理し、必要な調査を行ったうえで生活保護の
要否を判定する。生活保護の必要な区民に対しては、生活保護法に基づく保護を開始し、最低生活に必要
な金品を適正に支給するとともに、自立を支援する。
 ［生活扶助の範囲］     ①衣食、光熱水費その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの
                        ②移送費
 ［生活扶助の実施原則］ ①居宅保護を原則とする
                        ②金銭給付を原則とする
                        ③保護金品は1ヶ月分以内を限度に支給する
                        ④居宅の場合の扶助費は､世帯単位で計算し､世帯主又はこれに準ずる者に交
　　　　　　　　　　　　　付する。

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 昭和 25 1950 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-01 生活扶助

事務事業名 生活扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 山﨑 内線 2647

事務事業コード 08-02-05 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成26年度　二月会議　冬季加算の基準改定について
平成27年度　二月会議　生活保護単身受給者死亡時の家財処分について
平成30年度　九月会議　生活保護基準改定の影響について
　　　　　　　　　　　エアコン設置及び夏季加算の必要性について
令和2年度　決特　　　 CW数及び事業委託について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

口座払いになっていない世帯につい
て、継続して口座振込の勧奨の取り
組みを行っていく。

コロナ禍の社会情勢等を踏まえ、口
座払いの利点を被保護者に丁寧に説
明し、推進することができた。

口座払いになっていない世帯につ
いて、継続して口座振込の勧奨を
していく。

新生活保護システム導入後の調査分
析を行い、業務の適正化や分業の効
果検証を進めていく。

新生活保護システム導入により、事
務の効率化、入力システムの共通
化、記録等の内容の統一化を図るこ
とができた。

新生活保護システム導入で、一定
の統一化・効率化が図られたが、
新たな運用上の課題が生じたため
引き続き検証を行う。

感染拡大の防止に十分に注意を払っ
たうえで訪問調査活動を行い、被保
護者の生活状況の的確な把握に努め
る。

コロナ禍の社会情勢等を踏まえ、被
保護者には様々な状況があることか
ら、十分な配慮を行い、訪問調査活
動を実施した。

感染リスクを最小限にするよう配
慮したしたうえで、コロナ禍の状
況を注視しながら訪問調査活動を
実施する。

○長引くコロナ禍の影響により、厳しい雇用情勢が続き、失業や収入減少となった世帯を中心に、生活保護申
請件数が増加することが予想されるため、今後も動向を注視していく必要がある。
○新生活保護システムの導入により、事業の効率化に一定の効果が図られたが、制度の変更や新たな運用手順
の課題に対して、随時対応する必要がある。
○複合多岐にわたる生活課題を抱える世帯の増加により、これまで以上に寄り添った支援を行う必要があるた
め、ケースワーカーの業務が煩雑化し増大している。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用の約96％を生活扶助費が占める。被保護者数の減少が扶助費の減につながった。
行政収入についても、被保護者数の減少等により、国庫負担金が減となっている。その他行政収入の内訳は、
全額が生活保護弁償金の生活扶助分となっている。

▲ 98,897特別収支差額(f)-(g)=(h) ▲ 7,328 0 7,328 当期収支差額(e)+(h) ▲ 847,065 ▲ 945,962

0 0特別費用(g) 7,328 0 ▲ 7,328 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 3,745,832 3,648,613 ▲ 97,219 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 839,737

0 0
▲ 945,962 ▲ 106,225

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 11,123 16,479 5,356 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 839,737 ▲ 945,962

2,702,651 ▲ 203,444

▲ 106,225

不納欠損・貸倒引当金繰入額 55,851 36,673 ▲ 19,178 行政収入合計(a) 2,906,095
減価償却費 0 0 0 その他 128,634 139,264

0 0
10,630

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 3,606,743 3,516,464 ▲ 90,279 分担金及び負担金 0 0

35,401 ▲ 13,269
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 48,670
物件費 0 0 0 国庫支出金 2,728,791 2,527,986

0 0
▲ 200,805

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 72,115 78,997 6,882

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 基準生活費等 3,606,743 扶助費 基準生活費等 3,516,464 扶助費 基準生活費等 3,354,619

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

その他生活費 188,498 179,935 192,491 200,581 212,246
3,412,808 3,310,463 3,156,165

213,779 198,454
基準生活費（千円） 4,061,669 3,948,642 3,758,318 3,528,235

4年度
基準生活延人員 70,155 69,981 69,392 66,436 64,676 64,177 62,687

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

3,637,905 3,354,619

決算額（4年度は見込み） 4,250,167 4,128,577 3,950,809 3,728,816 3,606,743 3,516,464 3,354,619

予算額 4,290,671 4,239,299 4,271,839 3,864,579 4,066,238

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

都営住宅入居世帯のうち、代理納付
している者の割合。

住宅扶助費家賃代理納付（都住）
の割合（％）

70.9 75.3 73.1 73.1 80.0

一般賃貸住宅入居世帯のうち、代理
納付している者の割合。

住宅扶助費家賃代理納付（民間）
の割合（％）

21.0 22.0 19.0 20.6 23.0

福祉事務所から大家等に直接支給し
ている者の割合。

住宅扶助費家賃代理納付の割合
（％）

27.3 28.5 27.0 27.6

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

30.0

経過

（以前は、生活扶助と同じ）
平成21年度　　契約更新料上限額の変更（69,800円→104,700円）
          　　　※簡易宿泊所は特別基準（1.3倍）扱いとする。
平成22年度　　都営住宅の使用料の代理納付開始。
平成27年度　　住宅扶助基準額の変更（世帯人数区分の細分化・単身世帯に床面積別の住宅扶助上限額
　　　　　　　を新設）
平成30年度　　現に大学に就学している者を世帯分離した時の住宅扶助費を減額しない措置の適用
令和2年度　   住宅維持費(一般基準）の変更122,000円以内（年額）→ 121,000円以内（年額）
（令和2年3月厚労省通知）・公営住宅は原則として代理納付とし、被保護者の委任状を必要としない
　　　　　　　　　　　　・家賃滞納者に対し、生活状況などを踏まえたうえで、原則代理納付と
　　　　　　　　　　　　　する。

必要性

　生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　直接、被保護者に支給する。代理納付を適用し家主等に支払う

目的

　生活保護制度の基本原理（生活扶助に記載）に基づき、家賃・間代､敷金､住宅維持のための補修等を住
宅扶助として支給することで、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とす
る。

対象者
等

生活保護受給者のうち借家等に居住している者

内容

被保護者の必要に応じ、下記により住宅扶助を行う。
［住宅扶助の範囲］    ①住宅費(家賃・間代､地代､敷金等)
                      ②住宅維持費(住宅維持のための補修等)
［住宅扶助の実施原則］①金銭給付を原則とする。
                      ②現物給付は､宿所提供施設､緊急宿泊施設に委託して行う。
                      ③保護金品は､世帯主又はこれに準ずる者に交付する。
［住宅扶助の基準額］ ○家 　賃 　等　単身世帯 53,700円以内
（平成27年7月以降）  ○敷　 金　 等　279,200円以内（7人以上世帯 388,000円以内）
　　　　　　　　　　 ○契約更新料等　104,700円以内（7人以上世帯 145,500円以内）
（令和3年4月以降）   ○住宅維持費　　一般基準 124,000円以内（年額）

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 昭和 25 1950 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-02 住宅扶助

事務事業名 住宅扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 田村 内線 2657

事務事業コード 08-02-06 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成22年　一定　住宅扶助費の大家、不動産屋への代理納付について
平成26年度　二月会議　住宅扶助費の基準改定について
平成27年度　六月会議　住宅扶助費の基準改定について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

保険加入の働きかけとともに、ケー
スワーカーが、亡くなった被保護者
の親族等に対して貸主への連絡を促
す等、支援する。

不動産会社から問い合わせがあった
際に、親族に連絡を取り、今後の手
続き等の対応について支援を行っ
た。

保健未加入の単身者が亡くなった
場合、家財処分代は貸主負担とな
る等のデメリットを貸主に伝え
て、保険加入を促進する。

システム更改により、令和3年度か
らの都営住宅の共益費についても代
理納付を行っている。

共益費の代納が可能な世帯に対し、
制度の説明を積極的に行った。

引き続き代納の対象となる世帯に
対して制度の活用を勧める。

ケースワーカーが、簡易宿泊所居住
の被保護者の生活状況等の把握を進
め、公営住宅への入居勧奨を行う。

公営住宅の入居者募集の度にケース
に対して申込みを勧める等、情報提
供を行う。

公営住宅の入居者募集について情
報を提供する。また、民間住宅に
ついても滞納しないよう、ケース
に指導を行う。

○被保護者の適切な住環境確保に加えて、住宅費の代理納付が原則必須な公営住宅への入居勧奨を行う。
〇民間住宅代理納付制度を活用すると、自分が生活保護受給者であると大家等に知られる事を嫌がり代理納付
を拒否する被保護者が多い。家賃滞納を防止のため制度について丁寧に説明し、代理納付を推奨していく。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用のうち、住宅扶助費が約97％を占める。被保護者数の減少等による支出減となっている。
行政収入については、国庫負担金が増となっているが、3年度実績に基づき翌年度精算される。

60,578特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 862,698 ▲ 802,120

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 2,757,310 2,754,472 ▲ 2,838 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 862,698

0 0
▲ 802,120 60,578

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 10,965 16,105 5,140 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 862,698 ▲ 802,120

1,952,352 57,740
60,578

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 1,894,612
減価償却費 0 0 0 その他 0 131

0 0
131

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 2,675,252 2,661,162 ▲ 14,090 分担金及び負担金 0 0

22,621 ▲ 8,728
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 31,349
物件費 0 0 0 国庫支出金 1,863,263 1,929,600

0 0
66,337

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 71,093 77,205 6,112

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 家賃・間代等 2,675,252 扶助費 家賃・間代等 2,661,162 扶助費 家賃・間代等 2,607,558

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

その他住宅費＊敷金・住宅維持費 173,943 170,682 166,719 167,470 158,196
2,517,056 2,466,296 2,414,508

194,866 193,050
家賃支出額（千円）*家賃・間代 2,640,750 2,633,122 2,623,341 2,543,599

4年度
家賃延世帯数 58,543 58,402 58,252 56,739 55,955 54,853 53,792

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

2,790,018 2,607,558

決算額（4年度は見込み） 2,814,693 2,803,804 2,790,060 2,711,069 2,675,252 2,661,162 2,607,558

予算額 2,879,802 2,850,065 2,868,509 2,812,981 2,776,493

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

被保護世帯の児童生徒数（人） 216 203 183 184

福祉事務所から学校長に直接支払っ
ている者の割合。

教材費代理納付の割合（％） 18.8 21.2 17.7 18.0

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

20.0

経過

（以前は、生活扶助と同じ）
平成20年度　 　　給食費を学校長口座へ納付開始
平成21年 7月1日　学習支援費を新設
平成30年10月1日  学習支援費を月単位の定額支給から実費支給に変更
令和元年 8月1日　教材費の代理納付を開始

必要性

　生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　基準額は、当該世帯の保護費に加算して支給する。教材代等は、教育委員会、学校長へ実費額の調査を
行い決定する。場合により代理納付を適用し、学校口座に入金。給食費は原則代理納付。

目的

　生活保護制度の基本原理（生活扶助に記載）に基づき､義務教育に伴う必要な学用品、通学用品、学校給
食等にかかる費用を教育扶助として支給することで、最低限度の生活保障するとともにその自立を助長す
ることを目的とする。

対象者
等

　困窮のため最低限度の生活を維持できないもの（外国人の各種学校は除外）
（その他は、生活扶助と同じ）

内容

被保護者の必要に応じ、下記により教育扶助を行う。
 ［教育扶助の範囲］　　①義務教育に伴う必要な教科書その他の学用品
　　　　　　　　　　 　②義務教育に伴う必要な通学用品
　　　　　　　　　　 　③学校給食その他義務教育に伴う必要なもの
 ［教育扶助の実施原則］①金銭給付により行う。 ただし､金銭給付ができないときや適当でないと
　　　　　　　　　　　　 き､保護の目的を達するために必要なときは､現物給付により行う。
　　　　　　　　　　　 ②保護金品は､被保護者､その親権者､後見人､学校長に交付。
 ［教育扶助の基準額］ （令和2年度10月改定）※学習支援費の( )内は特別基準
　 ○一般基準　　　　　小学校 2,600円　　中学校 5,100円
　 ○特別基準(学級費等)小学校 1,080円以内　中学校 1,000円以内
   ○学習支援費　　　　小学校 16,000円（20,800円）以内　 中学校 59,800円（77,740円）以内

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 昭和 25 1950 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-03 教育扶助

事務事業名 教育扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 米山 内線 2638

事務事業コード 08-02-07 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

令和2年度の実績を維持するととも
に、現在自主納付している未滞納世
帯についても制度の理解に努める。

給食費の代理納付は全体の98.7％と
前年並みの水準であった。

－

学校等と連携し滞納世帯の状況把握
を行ったうえで、滞納世帯に代理納
付の制度を説明し利用者増に努め
る。

教材費は年1回の支出であるため、被
保護者が手持ち金から支払う傾向に
あり、代理納付は全体の17.7％と
なっている。

各学校と連携し教材費滞納状況を
確認し、代理納付の制度を周知し
ていく。

〇被保護世帯の児童・生徒の成長を手助けするため、教材費の滞納状況を精査し代理納付を積極的に進めてい
く。また部活動等を行う生徒へ、使用する道具やユニフォーム代、合宿費等の実費支援として、学習支援費の
積極的な活用を検討する。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用のうち、教育扶助費が約37％を占める。行政収入については、国庫負担金が増となっているが、3年
度実績に基づき翌年度精算される。

1,855特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 39,098 ▲ 37,243
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 58,259 57,572 ▲ 687 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 39,098
0 0

▲ 37,243 1,855
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 4,314 6,287 1,973 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 39,098 ▲ 37,243
20,329 1,168

1,855

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 19,161
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 25,972 21,145 ▲ 4,827 分担金及び負担金 0 0

0 ▲ 67
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 67
物件費 0 0 0 国庫支出金 19,094 20,329

0 0
1,235

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 27,973 30,140 2,167

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 基準教育費等 25,972 扶助費 基準教育費等 21,145 扶助費 基準教育費等 20,422
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

その他教育費（千円） 29,514 28,693 25,229 16,142 17,323
8,655 8,066 7,746

14,276 12,676
教育基準費（千円） 9,874 9,502 9,671 9,260

4年度
教育基準延人員 3,235 3,099 2,970 2,584 2,364 2,174 1,959

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

29,394 20,422
決算額（4年度は見込み） 39,388 38,195 33,592 25,402 25,972 21,145 20,422
予算額 39,840 40,373 39,029 39,555 28,453

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

介護扶助を利用するみなし2号被保
険者数

みなし2号被保険者数 108 92 102 98

介護扶助の利用者数介護扶助受給者数 1,113 1,108 1,187 1,164

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成12年4月　介護保険導入により介護扶助新設。
平成26年7月　生活保護法の改正に伴い、介護保険法の指定があったものは、生活保護法指定介護機関
　　　　　　のみなし指定となる。
平成27年4月　介護保険制度の改正に伴い、介護予防給付のうち、訪問介護、通所介護が介護予防日常
　　　　　　生活総合支援事業に移行。高齢者福祉課で委託事業として行われている訪問型サービス、
　　　　　　通所型サービスの利用料及び居宅介護計画に係る費用においても介護扶助の対象となる。
平成30年4月　「日常的な医学管理」「看取り」「生活施設」の機能を兼ね備えた介護医療院が創設。
平成30年10月　福祉用具の貸与価格に上限が設定される。

必要性

生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　指定介護機関で現物給付。介護費の支払は、国民健康保険団体連合会に委託。一部、福祉用具購入、住
宅改修、移送費は福祉事務所で支払い。被保険者は1割、被保険者以外は10割介護扶助。

目的

　生活保護制度の基本原理（生活扶助に記載）に基づき、介護保険の被保険者か否かを問わず、介護保険
法に規定する要介護等の状態にある者が、介護サービスを利用した場合、その費用を介護扶助として支給
する。

対象者
等

　困窮のため最低限度の生活を維持できないもの、他は生活扶助と同じ。

内容

　被保護者の必要に応じ、単給又は他の扶助との併給として下記により、介護扶助を行う。
 ［介護扶助の範囲］　1 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うもの)(介護保険の給付対象と同じ)
　　　　　　　　　　 2 福祉用具　3 住宅改修　4 施設介護　5 移送
 ［介護扶助の実施原則］　1 現物給付により行う。ただし､現物給付ができないときや適当でないと
　　　　　　　　　　　　　 き、保護の目的を達するために必要なときは､金銭給付により行う。
　　　　　　　         　2 現物給付は､指定を受けた介護機関に委託して行う。
　　　　　　　　　　　　 3 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合は､指定介護機関以外で
　　　　　　　　　　　　　 給付を受けられる。
　　　　　　　　　　　　 4 保護金品は､被保護者に交付する。
 ［介護扶助と介護保険給付の関係］1 被保険者：介護保険の自己負担分を介護扶助として支給する。
　　　　　　　　　　　　　　　　 2 被保険者以外：全額を介護扶助として支給する。(１０割給付)

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 平成 12 2000 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-04 介護扶助

事務事業名 介護扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 加藤 内線 2627

事務事業コード 08-02-08 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

新システムを活用し、介護券や介護
扶助費請求についてみなし2号対象
者の状況を把握し、請求内容の一層
の点検に努める。

新システムを活用し、国保連合会と
のデータ突合処理し、請求内容の点
検に努めた。

引続き請求内容の点検に勤める
他、被保険者・被保険者外ともに
他法他施策の活用を図る。

○他法優先の原則に従い、随時他法活用を検討する必要がある。（「被保険者（介護扶助１割）」は、自立支
援医療（更生医療）がある時、「訪問看護」と「リハビリテーション」は更生医療を活用する。「被保険者以
外（介護扶助１０割）」は、障害福祉サービス等優先活用が可能な他法他施策がある時、その施策を活用す
る。）

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用の約89％を介護扶助費が占める。対象者の高齢化等の理由により扶助費が増となった。行政収入につ
いては、国庫負担金が増となっているが、3年度実績に基づき翌年度精算される。その他行政収入の内訳は、
全額が生活保護費弁償金の介護扶助費分である。

▲ 11,267特別収支差額(f)-(g)=(h) ▲ 8 0 8 当期収支差額(e)+(h) ▲ 114,095 ▲ 125,362

0 0特別費用(g) 8 0 ▲ 8 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 386,818 404,649 17,831 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 114,087

0 0
▲ 125,362 ▲ 11,275

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 4,954 8,017 3,063 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 114,087 ▲ 125,362

279,287 6,556
▲ 11,275

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 272,731
減価償却費 0 0 0 その他 4,040 1,661

0 0
▲ 2,379

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 349,744 358,202 8,458 分担金及び負担金 0 0

9,825 1,375
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 8,450
物件費 0 0 0 国庫支出金 260,241 267,801

0 0
7,560

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 32,120 38,430 6,310

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 居宅介護費等 349,744 扶助費 居宅介護費等 358,202 扶助費 居宅介護費等 369,186

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

70 97 61施設介護人数 80 79 80 73

4年度
居宅介護人数 2,457 2,535 2,733 3,048 3,119 4,054 3,508

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

380,244 369,186
決算額（4年度は見込み） 330,454 351,398 354,076 361,814 349,744 358,202 369,186
予算額 372,861 385,877 378,842 381,870 385,232

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

難病、精神通院等更生医療他法他施策への移行件数 ‐ 30 55 30

年間医療扶助件数のうち入院件数の
割合

入院件数の割合（％） 3.3 3.1 2.7 2.3

国目標は80％後発医薬品の使用割合（％） 84.7 84.4 81.6 83.3

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

85.0

経過

生活扶助と同じ。
平成19年度　　医療扶助対象者の人工透析が自立支援医療（更生医療）の給付対象となる。
平成26年度　   生活保護法の改正に伴い、平成26年7月1日以降、生活保護法の指定医療機関及び薬局
　　　　　　　は、6年ごとの更新制度の導入。はり・きゅう師は、登録制から指定制度に変更。
　　　　　　　平成27年1月1日難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、被保護者に
　　　　　　　ついても難病の医療費助成制度が適用された。
平成27年度　　厚生労働省より、向精神薬の重複処方の適正化について対応の指示が出された。
平成30年度　　厚生労働省通知により、頻回受診者の定義が改められた。
　　　　　　　生活保護法改正により、「被保護者健康管理支援事業」が令和3年1月より必須事業と
　　　　　　　なった。
　　　　　　　10月より、後発医薬品の使用が原則化された（本人希望は不可）。

必要性

生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　指定医療機関等で現物給付。医療扶助実施は、専門的知識・判断等を要し嘱託医３人に委嘱。医療費の
支払は、社会保険診療報酬支払基金に委託。一部、移送費、治療材料費は福祉事務所で支払い。

目的

　生活保護制度の基本原理（生活扶助に記載）に基づき入院､外来、調剤､歯科､施術等のために必要な経費
を医療扶助として支給する。

対象者
等

　医療費に困窮のため最低限度の生活を維持できないもの、他は生活扶助と同じ。

内容

　被保護者の必要に応じ、単給又は他の扶助との併給として下記により、医療扶助を行う。
 ［医療扶助の範囲］ 1 診察 2 薬剤又は治療材料　3 医学的処置・手術及びその他の治療並びに施術
　　　　　　　　　　4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
　　　　　　　　　　5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護　　6 移送
 ［医療扶助の実施原則］1 現物給付により行う｡ただし､現物給付ができないときや適当でないとき､
　　　　　　　　　　　　 保護の目的を達するために必要なときは､金銭給付により行う。
　　　　　　　　　　 　2 現物給付は､指定を受けた医療機関､施術者に委託して行う。
　　　　　　　　　　 　3 急迫した事情がある場合は､指定外医療機関､施術者で給付を受けられる。
　　　　　　　　　　 　4 保護金品は､被保護者に支給する。

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 昭和 25 1950 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-05 医療扶助

事務事業名 医療扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 加藤 内線 2627

事務事業コード 08-02-09 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成13年　一定　入院患者の日用品費について
平成27年度　九月会議　ジェネリック医薬品の利用促進について
令和2年度　決特　医療扶助費の適正化について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

医療機関の協力を得ながら他課と連
携し、他法他施策の申請をサポート
する。

他法他施策の利用できない医療機関
に対して、生活保護制度を丁寧に説
明し理解を求め、被保護者には転院
を促した。

引続き被保護者に対して他法他施
策の申請・受診を促すと共に、頻
回・時間外受診等のレセプトを調
査し、医療費削減に取り組む。

○頻回受診・向精神薬の二重処方等、嘱託医と連携して適正化を図る必要がある。
○他法優先の原則に基づき、自立支援医療の資格管理を継続していくことが必要である。
○同一傷病名における複数医療機関の受診（重複受診）や時間外受診等の不要な受診を削減していくことが必
要である。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用の約99％を医療扶助費が占めている。被保護者数の減少が扶助費の減につながった。行政収入につい
ては、国庫負担金が増となっているが、3年度実績に基づき翌年度精算される。その他行政収入の内訳は、全
額が生活保護弁償金の医療扶助分となっている。

612,104特別収支差額(f)-(g)=(h) ▲ 11,055 0 11,055 当期収支差額(e)+(h) ▲ 1,358,284 ▲ 746,180

0 0特別費用(g) 11,055 0 ▲ 11,055 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 5,639,627 5,608,725 ▲ 30,902 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 1,347,229

0 0
▲ 746,180 601,049

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 6,245 8,318 2,073 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 1,347,229 ▲ 746,180

4,862,545 570,147
601,049

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 4,292,398
減価償却費 0 0 0 その他 45,700 67,543

0 0
21,843

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 5,592,893 5,560,533 ▲ 32,360 分担金及び負担金 0 0

142,362 ▲ 15,802
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 158,164
物件費 0 0 0 国庫支出金 4,088,534 4,652,640

0 0
564,106

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 40,489 39,874 ▲ 615

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 入院費等 5,592,893 扶助費 入院費等 5,560,533 扶助費 入院費等 6,247,525

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

61,331 63,340調剤延件数 66,854 67,155 68,084 65,731 60,550
歯科延件数 14,541 15,069 14,772 14,560 12,816

74,646 76,136 79,701
13,682 13,916

外来延件数 83,820 84,331 85,339 82,106

4年度
入院延件数 5,376 5,541 5,609 5,802 5,088 4,508 4,900

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

5,981,001 6,247,525

決算額（4年度は見込み） 5,675,248 5,922,909 5,977,437 6,181,088 5,592,893 5,560,533 6,247,525

予算額 5,859,093 6,007,881 6,120,746 6,296,932 6,299,146

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

技能習得費 延べ件数（件） 16 18 12 18 20

学級費の月平均支給件数高等学校就学者数 94 96 86 75

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

100

経過

（以前は、生活扶助と同じ）
平成17年度　生業扶助に高校等就学費新設
平成21年度　高校等就学世帯に学習支援費新設

必要性

生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　葬祭扶助は遺留金品を充当しても不足が生じる場合、扶養義務者又はその他（病院長、民生委員等）の
葬祭を行う者の申請に対して扶助を行う。

目的

　生活保護制度の基本原理（生活扶助に記載）に基づき、出産・生業・葬祭を行うために必要なものを扶
助として基準額の範囲内で支給することで、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長すること
を目的とする。

対象者
等

①出産扶助　困窮のため最低限度の生活を維持できない妊産婦
②生業扶助　困窮のため最低限度の生活を維持できない者又はそのおそれのある者
③葬祭扶助　困窮のため最低限度の生活を維持できない者の葬祭を行う者

内容

被保護者等の必要に応じ、下記により出産、生業、葬祭扶助を行う。
◆出産扶助　①分べんの介助　②分べん前及び分べん後の処置　③脱脂綿、ガーゼその他衛生材料
　　　　　　　(ただし、児童福祉法の入院助産制度が優先)
◆生業扶助　①生業に必要な資金､器具又は資料　②生業に必要な技能の修得 ③就労のために必要
　　　　　　なもの ④高校等就学費（学級費、通学費、授業料、入学金、入学準備金、教材代等）
◆葬祭扶助　①検案　②死体の運搬　③火葬又は埋葬　④納骨その他葬祭のために必要なもの
◆実施原則　金銭給付により行う。ただし、金銭給付ができないときや適当でないとき､保護の目的
　　　　　　を達するために必要なときは､現物給付により行う。
◆保護金品の交付者　出産扶助、生業扶助は被保護者。葬祭扶助は葬祭を行う者
◆基準額（令和4年度）出産扶助 309,000円以内　生業扶助 47,000円以内　葬祭扶助 212,000円以内

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法･同施行令･同施行規則
保護の基準(厚生省告示･次官通達･局長通達)終期設定 年度

開始年度 昭和 25 1950 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-06 出産、生業、葬祭扶助

事務事業名 出産・生業・葬祭扶助
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 川田 内線 2649

事務事業コード 08-02-10 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

就労支援事業との連携を図って意欲
喚起を行い、技能習得費の活用を促
進して自立につなげる。

就労支援事業との連携を図り、意欲
喚起を行った。

就労支援事業との連携を継続して
いく。また、技能習得が特に自立
に繋がる場合は、積極的に制度説
明を行う。

高等学校就学を支援するため、早い
時期から該当世帯に対して情報提供
を行って申請につなげる。

中学生を世帯に含んでいる場合、訪
問や電話連絡時に生業扶助費の説明
を行うよう努めた。

部活動に対する学習支援費、被保
護者自立促進事業の塾代等の支援
内容を積極的に説明し、高等学校
等の就学支援に繋げる。

〇子供が高校へ進学し卒業することは、将来の自立を助長することに大きく繋がる。そのため、子供自身が、
高校生活や将来設計を具体的にイメージしやすいよう、対象世帯には高等学校在学中に受けられる支援内容の
詳細を説明する必要がある。
〇コロナ禍で失業者数が増える中、稼働年齢層にある被保護者が安定した職業に就くためには、新たな技能・
資格等を取得する重要性が高まっている。よって、今後は、生業扶助による技能習得費等の制度説明を積極的
に実施していく必要がある｡

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、扶助費が約61％を占めている。被保護者数が減少傾向にある中、葬祭扶助が増加している。行
政収入では、国庫負担金として58,468千円の収入があった。

11,600特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 53,499 ▲ 41,899
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 98,446 107,930 9,484 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 53,499
0 0

▲ 41,899 11,600
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 4,942 7,251 2,309 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 53,499 ▲ 41,899
66,031 21,084

11,600

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 44,947
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 61,463 65,918 4,455 分担金及び負担金 0 0

7,563 6,908
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 655
物件費 0 0 0 国庫支出金 44,292 58,468

0 0
14,176

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 32,041 34,761 2,720

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 葬祭費等 61,463 扶助費 葬祭費等 65,918 扶助費 葬祭費等 60,788
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

2,635 2,376 2,370生業扶助支給延件数 3,430 3,355 2,953 2,591

4年度
葬祭扶助支給延件数 230 241 233 274 259 290 250

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

84,539 60,788
決算額（4年度は見込み） 60,191 58,681 57,172 62,407 61,463 65,918 60,788
予算額 65,833 81,228 66,121 62,680 66,001

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

大学・専門学校等進学率 37% 53% 31% 40% 60%

4年度見込みには3年度対象者6名を
含む

進学準備給付金給付世帯数 15 4 12 15 20

就労自立給付金給付世帯数 40 23 28 30

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

40

経過

平成26年 7月　生活保護法一部改正（「就労自立給付金」の法令化）
平成30年 1月　生活保護法一部改正（「進学準備給付金」の法令化）
平成30年10月　生活保護法一部改正（「就労自立給付金」の算定基準見直し）
　　　　　　　　　　※最低給付額 単身世帯2万円 複数世帯3万円、積立率を一律10％に統一

必要性

国の被保護者に対する自立支援事業であり、再度保護に至ることを防止するためにも必要な事業である。

実施
方法

1直営

①申請受理、審査　②14日以内に決定　③算定対象期間における各月の就労収入額に対し、その各月に
10％を乗じて算定した額の和と上限額とのいずれか低い額を支給

目的

　安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった者に対し、直後の生活を支え再度保護に
至ることを防止するための給付金を支給する。

対象者
等

【就労自立給付金】安定した職業に就いたことで保護廃止となった者
【進学準備給付金】大学等に進学するため世帯分離し保護廃止となった者

内容

【就労自立給付金】
・生活保護法第55条の4に基づき、安定した職業に就いたことで保護廃止となった者に就労自立給付
　金を支給する。
　［支給限度額］単身世帯：10万円　複数世帯：15万円

【進学準備給付金】
・生活保護法第55条の5に基づき、大学等に進学する者に対して進学の際の新生活立ち上げ費用とし
　て進学準備給付金を支給する。
　［支給限度額］①出身世帯の住居から転居せず、自宅から通学することとなる者 １０万円
　　　　　　　　②①以外の者（大学等への進学に当たって出身世帯の住居から転居し下宿等から
　　　　　　　　　通学することとなる者） ３０万円

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
終期設定 年度
開始年度 平成 26 2014 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-07 就労自立・進学準備給付金

事務事業名 就労自立・進学準備給付金
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 福田、藤田 内線 2628

事務事業コード 08-02-11 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成30年度　九月会議　大学進学に伴う世帯分離について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

子どもの教育機会拡大のため、対象
世帯へはケースワーカーを通じてパ
ンフレットを配付する等、制度の周
知方法や時期を検討する。

対象世帯には早い段階から本給付金
が活用できることを案内し、進学へ
の金銭的不安を軽減できるようにし
た。

「貧困の連鎖」を断ち切るため、
支給対象者に適正に給付金を支給
し、子どもたちが自立して生活し
ていけるように支援する。

就労支援事業・ケースワーカーと連
携を取りながら制度の周知を図り、
被保護者の就労意欲へと繋げる。

就労支援事業等を活用し、安定した
就労につなげ、給付金の支給を行っ
た。

保護脱却後の生活を支えられるよ
う、本給付金が活用できることを
被保護者に周知し、就労による保
護脱却を働きかける。

【就労自立給付金】就労廃止が見込める対象者への周知について、自立支援係が担う就労支援事業やケース
ワーカーと連携しながら給付金を支給する必要がある。
【進学準備給付金】被保護者の子どもの教育機会を拡大するために、対象者へは保護開始の説明時など早い段
階で事前に周知することが重要である。また、進学希望者の増加に繋げるため、塾代や受験料の支給等、金銭
面で進学を支える他の制度についても合わせて説明する必要がある。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、扶助費が全体の約38％を占めている。就労自立給付金・進学準備給付金給付世帯数の増によ
り、扶助費の経費増となっている。行政収入は国庫負担金として4,253千円の収入があった。

▲ 1,906特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 760 ▲ 2,666
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 5,465 6,919 1,454 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 760
0 0

▲ 2,666 ▲ 1,906
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 483 745 262 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 760 ▲ 2,666
4,253 ▲ 452

▲ 1,906

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 4,705
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 1,849 2,604 755 分担金及び負担金 0 0

0 ▲ 175
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 175
物件費 0 0 0 国庫支出金 4,530 4,253

0 0
▲ 277

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 3,133 3,570 437

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 進学準備金 2,100扶助費 進学準備給付金 400 扶助費 進学準備給付金 1,200
扶助費 就労自立給付金 1,449 扶助費 就労自立給付金 1,404 扶助費 就労自立給付金 2,950

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

4 12 15進学準備給付金給付世帯数 ― ― 7 15

4年度
就労自立給付金給付世帯数 19 25 40 40 23 28 30

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

4,087 5,050
決算額（4年度は見込み） 1,376 2,079 3,484 3,578 1,849 2,604 5,050
予算額 5,500 4,500 6,400 5,268 3,981

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　地域福祉区市町村包括事業の一部であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

地域生活移行支援（居宅清掃） 11 17 19 16

コロナウイルスの影響で通塾等が制
限されて、減少している

次世代育成支援（学習支援） 219 64 53 115

就労支援（就職活動支援） 30 22 16 24

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

30

経過

平成16年度末  　東京都による「見舞金支給事業」を廃止
平成17年度　　　東京都による「被保護者自立促進事業」として再構築実施
平成17年7月　　 東京都の「被保護者自立促進事業」実施要綱に基づき、事業を開始
平成24年度　　　東京都の「地域福祉推進区市町村包括補助事業」に統合された
平成29年度　　　【次世代育成支援】において、中学3年生の支給上限額の増額、対象者を高校生
　　　　　　　　までとする等、金額や対象者を拡大した

必要性

被保護者の自立の促進を図ることで、自立支援機能の強化を促すことができるため、必要性は高い。

実施
方法

1直営

　①支給時期　　随時
　②支給決定　　被保護者からの申請に基づき決定し支給する。

目的

　被保護者に対し､「東京都被保護者自立促進事業経費補助金交付要綱」及び「荒川区被保護者自立促進事
業実施要綱」に基づいた自立支援に要する経費の一部を支給することで、本人及び世帯の自立の促進を図
ることを目的とする。

対象者
等

被保護者のうち福祉事務所長が認める被保護者世帯

内容

東京都からメニューが提示され、その中から選択する。
【就労支援】　　　　○就労支援費（求職活動にふさわしい服装、補助教材等購入費を支給）
【社会参加活動支援】○社会参加活動費（高齢者が社会に貢献することで、生きがいを見つけると
　　　　　　　　　　　ともに、地域での孤立化を防ぐ）
【地域生活移行支援】○生活支援事業（安定した日常生活を送れるよう支援）
　　　　　　　　　　○住宅契約関係費（入居要件となっている鍵交換費等を支援）
【健康増進支援】　　○健康増進費（日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を
　　　　　　　　　　　購入した者に対し支援）
【次世代育成支援】　○高校および大学等進学支援費（進学、基礎学力向上の観点から、小学1～
　　　　　　　　　　　高校3年生に対し学習塾等への通塾や夏・冬季講座等の受講に対して支援）

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

東京都被保護者自立促進事業経費補助金交付要
綱・荒川区被保護者自立促進事業実施要綱終期設定 年度

開始年度 平成 17 2005 年度 根拠
法令等

入院必需品
事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-02-01 自立促進支援金支給事業
01-02-02 入浴券
01-02-03

事務事業名 法外援護
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 肥塚 内線 2629

事務事業コード 08-02-13 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成28年度　六月会議　　生活保護世帯の大学等進学時の取扱いについて
平成28年度　九月会議　　生活保護家庭と一般家庭の進学率格差について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

電話等での対応の際に、入浴券の使
用状況を確認するなど、ニーズ把握
に努めて購入枚数を精査する。

入浴券の一括配布時期に合わせ、各
ケースワーカーに対象者の状況確認
を行い、購入枚数の精査を行った。

令和3年度の対象者や居住状況な
どの調査を行い、引き続き、入浴
券購入枚数の精査を行う。

塾代支給の対象児童をもつ被保護者
に対し、早い時期に事業の周知に努
める。

対象児童をもつ被保護者に対して、
事業周知に努めた。

進学支援のリーフレット等をケー
スワーカーから対象の被保護者に
配付するなど、対象被保護者に引
き続き周知する。

就労支援事業と連携し、被保護者の
就職活動の経費の支給実績の増を見
込めるようにしつつ、必要性の高い
項目について検討する。

被保護者の就職活動の見込みを検討
しつつ、項目を選ぶ際に必要性の把
握に努めた。

プリペイド携帯代やスーツ代購入
費などについて、引き続き、就労
支援事業と情報共有して活用す
る。

○次世代育成支援事業の学習環境整備支援費（塾代等）は、需要も多く被保護者の自立を促す上で大変重要な
ため、ケースワーカーを通じて利用についての周知や勧奨について、引き続き必要である。
○東京都の示すメニューに関して、より自立につながるように選択項目を検討する。
〇入浴券について、返送分等の在庫枚数を精査し、購入枚数を検討する。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、扶助費が全体の約86％を占めている。物件費の内訳は、一般需要費364,956円、役務費336,396
円、委託料18,973円となっている。行政収入では、自立促進支援金支給事業が都補助金対象事業であるため、
13,944,000円の収入があった。

231特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 28,935 ▲ 28,704
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 42,939 42,648 ▲ 291 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 28,935
0 0

▲ 28,704 231
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 604 880 276 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 28,935 ▲ 28,704
13,944 ▲ 60

231

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 14,004
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 37,644 36,828 ▲ 816 分担金及び負担金 0 0

13,944 ▲ 60
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 14,004
物件費 774 720 ▲ 54 国庫支出金 0 0

0 0
0

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 3,917 4,220 303

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 自立促進支援給付金等 40,469扶助費 自立促進支援給付金等 37,644 扶助費 自立促進支援給付金等 36,828
役務費 郵送料 347 役務費 入浴券郵送料 336 役務費 入浴券郵送料 372

委託料 入浴券封入封緘委託 25委託料 封入封緘委託 21 委託料 入浴券封入封緘委託 19
需用費 入浴券印刷 406 需用費 入浴券印刷等 365 需用費 入浴券印刷等 431

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

53 68次世代育成支援(参加人数) 54 72 66 91 64
地域生活移行支援(延べ件数) 148 102 114 122 106

1 0 2
131 120

社会参加活動支援(延べ件数) 3 6 7 5

4年度
就労支援(延べ件数) 34 32 30 30 22 16 24

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

46,110 41,297
決算額（4年度は見込み） 34,197 35,001 34,558 42,191 38,418 37,548 41,297
予算額 37,785 37,615 37,114 51,837 49,014

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護法に基づく施設保護の経費であり、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

委託事務費の延べ計上数を集計更生施設利用　延べ件数 501 510 759 847

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

昭和40年4月　施設が所在する区へ移管（戦後、東京都が一元的に運営）
昭和42年4月　所在区から特人厚へ移管
平成2年12月　特人厚：社会福祉事業団を設立 　生活相談一時保護所を除く更生施設を事業団に委託
平成11年8月　さざなみ苑開設（平成13年度通年化）
平成14年4月　更生施設等の再編　①一時保護所の入所判定、一時保護機能を廃止　②入所判定は各
             福祉事務所が行い、更生施設は一時保護に対応する。　③宿所提供施設は、緊急一時
             保護施設への特化を段階的に開始する。等
平成16年度 　民間宿泊所入所者（なぎさ寮を除く）は、本事業から居宅保護へ変更とした。
平成27年12月 特人厚：「厚生関係施設再編整備計画」(H28〜H30年度計画)を策定。
平成30年8月　特人厚：「厚生関係施設再編整備計画」(H31〜H40年度計画)を策定。
令和2年10月　日常生活支援住居施設の認定が開始される（無料低額宿泊所からの転換）

必要性

生活保護法に基づく事務事業のため必須である。

実施
方法

1直営

　特人厚バックアップセンターへ入所調整を依頼し、入所決定後、各施設と個別に入所手続きを行う。こ
れに伴う経費の支払は、東京都国民健康保険団体連合会に委託している。

目的

　身体上または、精神上の著しい障害のため、独立して日常生活を営むことが困難な要保護者、近い将来
に社会復帰できる見込があるが、身体上又は精神上の理由により養護及び指導を必要とする要保護者を入
所させて生活扶助を行う。

対象者
等

　身体上または精神上の著しい障害のため、独立して日常生活を営むことが困難な者
　養護及び指導を必要とする要保護者で社会復帰の見込める者

内容

〇救護施設は全国で約190施設ある。荒川区では、主に、病状が安定している重度身体障害者、精神障害
者、アルコール依存症回復者などの要保護者が下記の施設に入所している。
　・救護施設：光の家神愛園、あかつき、昭島荘、光華、妙義白雲寮
　救護施設の在籍者数（令和4年4月末現在）　5名
〇更生施設は全国で19施設あり、荒川区では主に下記の施設に入所している。
　また、更生施設以外に、住居のない要保護者の世帯を対象にした宿所提供施設がある。
　・更生施設：新塩崎荘､塩崎荘､浜川荘､本木荘､千駄ヶ谷荘､けやき荘､しのばず荘､さざなみ苑
　・宿所提供施設：西新井栄荘､小豆沢荘､葛飾荘､南千住荘
  更生施設の在籍者数（令和4年4月末現在）　54名
〇日常生活支援住居施設の在籍者数(令和4年4月末現在)　　18名

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法第30条及び第38条等
授産施設事務費取扱要領（民生局通知）終期設定 年度

開始年度 昭和 40 1965 年度 根拠
法令等

授産施設
事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-01-01 救護施設
01-01-02 更生施設
01-01-03

事務事業名 施設委託保護費
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 川口 内線 2643

事務事業コード 08-02-16 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

コロナの状況を注視しつつ可能な限
り施設見学を開催し、更生施設や日
住等の社会資源について、職員間で
情報共有を図る。

コロナの影響により施設見学は行え
なかったが、特人厚による更生施設
にかかる研修を受け、研修内容を所
内で共有した。

コロナの状況を注視しつつ、ここ
数年行えていない施設見学の再開
を目指し、引き続き保護施設につ
いての情報共有を図る。

更生施設を始めとした社会資源との
つながりを確保し、被保護者各自に
応じた柔軟な支援体制を整える。

本年は、日常生活支援住居施設の新
規開拓を徐々に実施した。

可能な限り居宅移行を目指し、阻
害要因除去のため、保護施設を始
めとした各種施設を柔軟に活用し
ていく。

各種依存症等の様々な課題を抱えた
女性が増加している。日常生活支援
住居施設や更生施設を活用した支援
体制を整える。

主に女性支援に際し、日常生活支援
住居施設を活用した。個別計画に基
づく支援を受け、生活安定化や居宅
移管、就労決定に至った。

新たに救護施設を開拓する一方で
日常生活支援住居施設や更生施設
等を活用し、被保護者ごとの異な
るニーズに応える。

〇救護施設入所枠が特に不足していることから、他に入所可能な施設の確保が必要である。
〇更生施設の入所まで数週間を要することから、切れ目ない支援のため迅速な入所決定が必要である。
〇更生施設指導員との連携は、被保護者の自立を促進するための社会資源活用として有効であることから、
ケースワーカーにとっては、更生施設の特性を習得する機会が必要である。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、扶助費が全体の約78％を占める。内訳としては救護施設・更生施設・授産施設への委託保護費
となっている。行政収入では、国庫負担金として86,526千円の収入があった。

▲ 22,819特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 17,486 ▲ 40,305
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 115,454 142,979 27,525 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 17,486
0 0

▲ 40,305 ▲ 22,819
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 3,154 5,500 2,346 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 17,486 ▲ 40,305
102,674 4,706

▲ 22,819

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 97,968
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 91,850 111,112 19,262 分担金及び負担金 0 0

16,148 ▲ 5,998
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 22,146
物件費 0 0 0 国庫支出金 75,822 86,526

0 0
10,704

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 20,450 26,367 5,917

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 施設生活費、事務費 91,850 扶助費 施設生活費、事務費 111,112 扶助費 施設生活費、事務費 122,520

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

80,286 87,887事務費（千円) 67,614 62,764 71,782 74,843 66,462
事務費（延べ人員) 693 608 722 816 780

25,388 30,826 34,633
979 1,059

生活費（千円) 19,060 16,146 23,628 27,871

4年度
生活費（延べ人員) 307 256 393 456 443 489 582

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

123,569 122,520
決算額（4年度は見込み） 33,367 29,798 48,117 102,715 91,850 111,112 122,520
予算額 37,108 38,332 50,487 105,797 111,513

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく事務執行経費であ
り、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

令和2年度は新型コロナの流行によ
り件数が減

通院同行延べ件数 107 70 120 150 150

令和2,3年度は新型コロナの流行に
より不参加

日本語教室等利用延べ件数 263 0 0 100

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

200

経過

平成19年11月  　「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」
　　　　　　　　 の一部を改正する。
平成20年 4月1日　法律の一部の施行に伴い、中国残留邦人等支援給付事業を開始する。
平成26年10月1日 「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」
　　　　　　　　 の一部が改正され、法律名が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
                 した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」となる

必要性

中国残留邦人支援事業を実施するために必要な経費である。

実施
方法

2一部委託

（委託業務）・医療費支払事務、医療扶助データ作成委託　・介護扶助費支払事務 ・レセプト点検
・システム保守

目的

　中国残留邦人等に対して、生活保護法に基づく事務に要する経費を支出することで、効率的な事務執行
に資することを目的とする。

対象者
等

被支援給付者等

内容

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律」に基づく事務の執行に要する経費
　・会計年度任用職員設置費（支援相談員2名分）
  ・共済費（支援相談員2名分）
　・一般需用費（医療台帳、支援給付決定書、支援給付関係図書購入費）
　・特別旅費(支援相談員2名分　家庭訪問調査・病院訪問調査)
  ・役務費（被支援給付者への通知、医療機関等への書類の郵送料等)
　・委託料（医療費支払事務、介護費支払事務､レセプト点検、支援給付システム関係)
　・扶助費（日本語学校等通学交通費）

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに自立
の支援に関する法律終期設定 年度

開始年度 平成 20 2008 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-12-01 中国残留邦人支援事務費

事務事業名 中国残留邦人支援事務費
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 福田、藤田 内線 2628

事務事業コード 08-02-18 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

給付対象者の高齢化に伴い、新たに
必要となる支援を適切に導入できる
よう、介護保険課や介護事業所等と
の一層の連携を図る。

介護保険課や介護事業所、地域包
括、精神保健福祉士等と連携し、必
要となる支援について随時検討・導
入した。

コロナ禍で給付対象者が家に引き
こもりがちになっているため、引
き続き電話連絡等で状況確認を
し、必要な支援を行う。

○給付対象者は幼少期から中国に居住しているため、生活習慣の違いにより地域との繋がりが薄い。
○全員高齢者のため日本語習得が困難であり、通院時や関係機関との連絡・調整の際には通訳を含めた支援が
必要である。家族（子・孫）の協力が得られる場面もあるが、それぞれの家庭の事情等により、支援相談員に
よるサポートが欠かせない状況である。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、給与関係費が全体の約93%を占めている。行政収入では国庫補助金として86千円、国庫委託金
として2,574千円の収入があった。

662特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 4,527 ▲ 3,865
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 7,283 6,525 ▲ 758 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 4,527
0 0

▲ 3,865 662
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 208 125 ▲ 83 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 4,527 ▲ 3,865
2,660 ▲ 96

662

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 2,756
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 976 323 ▲ 653 国庫支出金 2,756 2,660

0 0
▲ 96

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 6,099 6,077 ▲ 22

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

職員手当 支援相談員職員手当 787 扶助費 日本語学校等通学費他 0 扶助費 日本語学校等通学費他 162
委託料 ﾚｾﾌﾟﾄ点検等 45委託料 ｼｽﾃﾑ保守、ﾚｾﾌﾟﾄ点検等 706 委託料 ﾚｾﾌﾟﾄ点検等 52

役務費 郵送料（各種通知） 37 役務費 郵送料（各種通知） 21 役務費 郵送料（各種通知） 37
需用費 消耗品 110需用費 消耗品 98 需用費 消耗品 106

旅費 支援相談員旅費 135 共済費・旅費 支援相談員社会保険料・旅費 894 共済費・旅費 支援相談員社会保険料・旅費 892

職員手当等 支援相談員職員手当 814共済費 社会保険料 746 職員手当等 支援相談員職員手当 813
報酬 支援相談員報酬 4,068 報酬 支援相談員報酬 4,068 報酬 支援相談員報酬 4,068

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

52 45委託料 1,468 714 2,541 705 706
役務費 33 33 0 36 37

135 144 166
21 37

特別旅費 26 37 28 25

4年度
報酬 4,181 4,207 4,207 4,208 4,068 4,068 4,068

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

6,470 6,128
決算額（4年度は見込み） 6,652 5,896 7,640 5,845 6,577 5,954 6,128
予算額 12,310 6,301 8,037 6,190 6,674

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく事務執行経費であ
り、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

R4.6月現在 5名×12ヶ月配偶者支援金　延べ件数（件） 72 64 68 62

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

60

経過

平成19年 1月　　総理大臣が厚生労働大臣に「中国残留邦人への支援のあり方」について検討を指示
平成19年 6月　 「中国残留邦人への支援に関する有識者会議」が公的年金制度における支援及びそ
                れを補完する生活支援など具体的な支援策を講ずるべきことを報告
平成19年 7月 　「中国残留邦人に対する新たな支援策」を与党案決定
平成19年11月 　 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の
                一部改正案が可決成立し、国及び地方でそれぞれの支援策を実施することになった。
平成20年 4月1日 中国残留邦人支援給付事業開始
平成26年10月1日 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一
　　　　　　　部が改正され、法律名が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
              中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」となる｡配偶者支援金創設。
令和2年4月1日　 一般地区のケースワーカーから保護調整係へ支援の担当を切り替えた

必要性

中国残留邦人支援事業を実施するために必要な経費である。

実施
方法

1直営

　「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律」に基づいて実施する。

目的

　中国残留邦人等に対して、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにそ
の自立を助長することを目的とする。

対象者
等

　原則として、明治44年4月2日から昭和21年12月31日以前に生まれた方で、永住帰国した日から引き続き1
年以上日本に住所を有し、昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方とその配偶者で、一定の基準(生活
保護基準に準じる)に満たない世帯。

内容

・被支援給付者の必要に応じ、単給又は他の支援給付費と併給して、生活保護の扶助に準じた支援
　給付費の支援を行う。
・生活保護の扶助費に準じる支援給付費を支給する。
　　①生活支援給付費　　②住宅支援給付費
　　③教育支援給付費　　④介護支援給付費
　　⑤医療支援給付費　　⑥葬祭支援給付費等
　　⑦配偶者支援金
・金銭給付を原則とするが、医療扶助や介護扶助等の金銭給付できない場合は、現物給付により行う。
・世帯数と人員(4月1日現在)
　（令和2年）22世帯　28名　（令和3年）21世帯　27名　　（令和4年度）20世帯　25名

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに自立
の支援に関する法律、生活保護法終期設定 年度

開始年度 平成 20 2008 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-12-02 中国残留邦人支援給付費
01-12-03 中国残留邦人配偶者支援金

事務事業名 中国残留邦人支援給付事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 福田、藤田 内線 2628

事務事業コード 08-02-19 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成31年　予算特別委員会　本制度で支給が受けられる外国人について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

給付対象者の高齢化に伴い新たに必
要となる支援を適切に行っていける
よう、介護保険課や介護事業所等と
の一層の連携を図る。

介護保険課や介護事業所、地域包
括、精神保健福祉士等と連携し、必
要となる支援について随時検討・導
入した。

コロナ禍で給付対象者が家に引き
こもりがちになっているため、引
き続き電話連絡等で状況確認を
し、必要な支援を行う。

○給付対象者が全員高齢者となり、介護サービスの新規利用開始や、区分変更申請・更新ののち介護度が上が
ることにより、介護扶助費が増加の傾向にある。また、通院・入院の回数も増え、医療費も増加している。安
定した生活維持のため、介護保険制度を熟知した上での支援が必要である。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用の約99％を扶助費が占めている。被支援者の高齢化等による介護支援費の増加傾向が見られるが、対
象者の減少により歳出額が減少している。これに伴い、行政収入では、国庫負担金・補助金も減となった。

5,036特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 9,959 ▲ 4,923
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 70,004 54,649 ▲ 15,355 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 9,959
0 0

▲ 4,923 5,036
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 77 120 43 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 9,959 ▲ 4,923
49,726 ▲ 10,319

5,036

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 60,045
減価償却費 0 0 0 その他 18 7

0 0
▲ 11

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 69,428 53,951 ▲ 15,477 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 0 0 国庫支出金 60,027 49,719

0 0
▲ 10,308

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 499 578 79

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

扶助費 配偶者支援金 3,645扶助費 配偶者支援金 2,823 扶助費 配偶者支援金 2,950
扶助費 生活・住宅・介護・医療・葬祭支援給付費 66,605 扶助費 生活・住宅・介護・医療・葬祭支援給付費 51,001 扶助費 生活・住宅・介護・医療・葬祭支援給付費 63,017

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

その他支援給付費（千円） 55,404 64,005 55,904 37,184 48,853
20,575 18,621 19,192

35,330 47,470
生活支援給付費（千円） 24,998 26,308 23,529 21,612

4年度
生活支援給付費延べ人員 399 418 364 343 328 308 301

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

65,966 66,662
決算額（4年度は見込み） 80,402 90,313 79,433 58,796 69,428 53,951 66,662
予算額 81,404 92,585 95,245 95,765 71,813

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　平成30年生活保護法改正により法制化されたため重点的に推進した。令
和3年１月より必須事業となったため、引き続き推進していく。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

病院同行（延べ回数） ‐ 10 7 10

保健指導実施者数 31 23 34 50

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成26年12月　厚生労働省が「生活保護受給者の健康管理の在り方に関する研究会」で地方自治体に
　　　　　　　おける健康管理の取組の具体的な強化策を取りまとめる
平成27年 4月　生活保護適正化等事業に健康管理支援事業が創設
平成28年11月  区が健康管理支援事業を開始
平成30年6月　 生活保護法改正（健康管理支援事業の法制化）
令和元年4月   診療報酬明細書（レセプト）点検業務と健康管理支援事業の業務委託を一体的に実施
            　所内の面談に加えて自宅への訪問指導を実施
令和３年1月　「健康管理支援事業」が必須事業として施行。

必要性

被保護者の健康状態の維持・改善と医療扶助の適正化を図るために必要である。

実施
方法

3委託

　診療報酬明細書（レセプト）及び健康診査データを活用し保健指導が必要な対象者を抽出し、区と受託
者の協議により指導方針等を決定する。決定後、受託者が保健指導を行う。

目的

　被保護者のレセプトデータおよび健康診査データを活用して、糖尿病による重症化予防対象者等の選定
と保健指導を実施することで、生活習慣の改善および適切な医療機関の受診・服薬管理等を図り、あわせ
て医療費の軽減、医療扶助等の適正化を目的とする。

対象者
等

　被保護者のレセプトデータや健康診査等において、専門的な支援が必要と思われる者を担当ケースワー
カーと協議の上、対象者を抽出する。

内容

[健康管理支援の流れ]
　１　診療報酬明細書（レセプト）及び健康診査データを活用し、糖尿病による重症化予防対象者等
　　　の選定を行い、保健指導を実施するための計画を立てる。
　２　計画に基づき、支援対象者に対して面接等を行い、保健指導（服薬管理・食事療法・運動療法
　　　等） を行う。
　３　面接等の保健指導結果をもとに生活保護受給者の疾病構造等を把握して、課題分析や効果的な
　　  対策等の医療費分析を行う。
　４　分析結果を参考にし、糖尿病等の悪化、重症化を阻止・遅延させる。

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
終期設定 年度
開始年度 平成 28 2016 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-04-05 健康管理支援事業

事務事業名 健康管理支援事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 加藤 内線 2627

事務事業コード 08-02-21 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

生活習慣病等に関する保健指導、
生活支援を行う。

書面による健康診査の受診勧奨に加
えて、レセプトデータを参考にし
て、被保護者個別に健康診査の受診
勧奨を行う。

レセプトデータにより必要と思われ
る被保護者に対して、健康診査の受
診と病院通院を促した。

引続き被保護者個別に健康診査の
受診勧奨を行う。

担当ケースワーカーとの連携をより
強化し、病院同行を実施すること
で、受診指導を行う。

病院同行により主治医の意見を確認
し、被保護者へ伝え、通院日数の適
正化を図った。

引続き病院同行について働きか
け、受診指導及び通院日数の適正
化を行う。

○国から支援対象者の抽出に健康増進法に基づく健康診査データの活用を促されているため、被保護者の検診
受診勧奨が必要である。
○病気に対する意識はあるが、具体的な改善方法を実践するための意欲に欠ける被保護者が多いため、より粘
り強い支援が必要である。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

本事業は委託により実施しており、行政費用の約68％を物件費が占めている。その内訳は、全額委託料となっ
ている。行政収入は、国庫負担金が4,921千円あった。

1,007特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 1,527 ▲ 520
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 6,926 5,441 ▲ 1,485 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 1,527
0 0

▲ 520 1,007
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 220 301 81 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 1,527 ▲ 520
4,921 ▲ 478

1,007

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 5,399
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 5,280 3,696 ▲ 1,584 国庫支出金 5,399 4,921

0 0
▲ 478

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 1,426 1,444 18

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

委託料 健康管理支援業務委託 5,280 委託料 健康管理支援業務委託 3,696 委託料 健康管理支援業務委託 4,620
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

4年度
保健指導実施者数 14 18 14 31 23 34 50

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

6,600 4,620
決算額（4年度は見込み） 3,953 3,760 4,602 4,248 5,280 3,696 4,620
予算額 5,640 5,640 4,860 4,248 5,280

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　精神疾患を患う被保護者に対しては、専門的知識を活用した指導・支援
を行う必要があるため事業を継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

依存症患者対応数 7 10 10 70 12

ケースカンファレンス参加数 34 18 12 25 15

医療機関同行 85 68 104 110

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

120

経過

平成21年度　精神保健福祉業務委託
平成30年度　支援員を１名から２名に増員
令和4年度　2名から3名に増員
＊このシートは、生活保護行政運営事務費より一部組替えにより作成

必要性

　精神疾患を患う被保護者は日常生活に支障をきたす場合が多いため、専門的知識を活用した指導・支援
を行う必要がある。

実施
方法

3委託

目的

　精神障害や精神疾患等の被保護者に対して、専門的知識を活用した指導や支援を行うことで、社会的な
自立促進を図ることを目的とする。

対象者
等

　精神障害又は精神疾患（認知症及び知的障害を含む）の可能性がある要・被保護者で、安定した在宅生
活を営むことが困難であり、精神障害について専門的な支援が必要と荒川区が判断した者を対象者とす
る。

内容

対象者の社会的な自立の促進を図ることを目的として、以下の業務を行う。
①居宅生活支援
　居宅の受給者で医療機関への未受診、服薬管理ができない等、生活上の自己管理が困難な者について、
担当ケースワーカーと連携のもと、専門的な立場から相談、助言を行うこと。
　病院等へつながりにくい病識のない被保護者へ専門性の支援を行う。
②社会復帰促進支援
　就労、作業所などにおける訓練、ボランティア活動など、社会参加が可能な受給者に対して、専門的知
識を活用して、相談、助言を行うこと。
③退院促進支援
　症状が安定し、地域での受入れ条件が整うことにより受給者が退院可能になる場合、適切な受入れ条件
が整備できるように担当ケースワーカーへ助言、援助を行うこと。

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
終期設定 年度
開始年度 平成 21 2009 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-04-01 精神保健福祉事業

事務事業名 精神保健福祉事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 山口 内線 2629

事務事業コード 08-02-22 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 21 1 不明 0

未実施区　足立区

精神保健福祉士とケースワーカーと
の連携を一層密にし、被保護者一人
ひとりの病状等状況を一覧に整理し
て援助方針に反映させる。

居宅生活支援対象者が特に多く、現
在の支援員の体制では支援が追い付
かないので次年度から増員とする。

現在の支援体制を増員して対応す
る。

・精神疾患を患っているという自覚の薄い被保護者もおり、本人の同意が取れずに直接的な支援につながらな
いケースもある。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

本事業は委託により実施しており、行政費用の約80％を物件費が占めている。その内訳は、全額委託料となっ
ている。行政収入は、国庫補助金が6,474千円あった。

▲ 2,182特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) 0 ▲ 4,341
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 0 10,815 10,815 通常収支差額(c)+(d)=(e) 0
0 0

▲ 4,341 ▲ 2,182
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 0 377 377 行政収支差額(a)-(b)=(c) 0 ▲ 4,341
6,474 6,474

▲ 2,182

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 8,633 8,633 国庫支出金 0 6,474

0 0
6,474

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 0 1,805 1,805

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

委託料 精神保健福祉業務委託 8,580 委託料 精神保健福祉業務委託 8,633 委託料 精神保健福祉業務委託 12,760
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

4年度
支援対象者数 49 36 64 59 57 70 100

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

8,635 12,760
決算額（4年度は見込み） － 8,633 12,760
予算額 －

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　生活保護の高齢者世帯の支援のため必要な事業である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成25年度　高齢者居宅介護支援事業業務委託（公募型プロポーザル方式）
平成30年度　高齢者居宅介護支援事業業務委託（公募型プロポーザル方式）

必要性

高齢者世帯が生活保護受給世帯の６割を占めることから、専門的な知識を活用し介護サービスなど適切な
支援を行うために必要である。

実施
方法

2一部委託

[委託業務] ・高齢者居宅介護支援事業

目的

６５歳以上の被保護者のうち、生活状況が安定した世帯等を対象に、自立支援、介護サービス等の確認、
福祉サービス等の利用に係る相談・援助、及び関係機関との連絡調整等、ケースワーカー業務の補助を行
うことを目的とする。

対象者
等

①～③の１つ以上に当てはまる被保護者　①生活状況が安定している高齢者（６５歳以上）　②介護保険
法に規定する「要支援」及び「要介護」の認定を受けている者　③その他福祉事務所長が認めた者

内容

〇委託料（高齢者居宅介護支援事業事務）
　・介護サービス等の確認
　・医療券に関する意見書等の発券に係わる事務補助
  ・施設入所及びその事務補助
　・訪問実施及び記録の作成
　・システム入力事務
〇区ＣＷとの業務分担
　区ＣＷ：保護の決定に関すること（保護の変更・廃止や保護費算定に関すること等）
　委託支援員：介護サービス等の確認、意見書等の発券、システム入力など

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
終期設定 年度
開始年度 平成 25 2013 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-04-02 高齢者居宅支援事業

事務事業名 高齢者居宅支援事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 髙橋 内線 2658

事務事業コード 08-02-23 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成24年　一定　ケースワーカー業務の外部委託の導入について
平成25年　二定　福祉事務所現業職員の適正配置と養成の強化について

他
区
の
実

施
状
況

実施 1 21 不明 0

実施　中野区

ケースワーカーと委託支援員の業務
分担の検証を行い、更に業務の適正
化や支援の充実を図っていく。

新システム導入に合わせ、ケース
ワーカーと委託支援員の業務分担を
検証し、効率的な実施体制を整え
た。

プロポーザルの実施に向けて、さ
らに効果的・効率的な業務になる
よう検討を行う。

○認知症の発症や入退院等で対応が困難となる被保護世帯が増加している。
〇高齢者単身世帯が生活保護受給世帯の６割を占め、入退院や施設入所の際の一時的・短期的な金銭管理等、
あらゆる場面においてケースワーカーの支援を要するケースが増加している。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

本事業は委託により実施しており、行政費用の約94％を物件費が占めている。その内訳は、全額委託料となっ
ている。

▲ 3,490特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) 0 ▲ 54,706
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 0 54,706 54,706 通常収支差額(c)+(d)=(e) 0
0 0

▲ 54,706 ▲ 3,490
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 0 602 602 行政収支差額(a)-(b)=(c) 0 ▲ 54,706
0 0

▲ 3,490

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 51,216 51,216 国庫支出金 0 0

0 0
0

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 0 2,888 2,888

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

委託料 高齢者居宅介護支援事業業務委託 51,216 委託料 高齢者居宅介護支援事業業務委託 51,216 委託料 高齢者居宅介護支援事業業務委託 51,216
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

4年度実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

51,216 51,216
決算額（4年度は見込み） － 51,216 51,216
予算額 －

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　支援対象者が増加傾向にあるため、継続する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

全支援者に対する65歳以上の支援者
の割合

高齢者割合（％） 78.7 76.4 68.6 70 80

全被保護者に対する支援対象者の割
合

支援対象者割合（％） 1.6 2.0 2.3 2.5 2

支援対象者数（件） 100 120 140 170

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

220

経過

平成31年度　金銭管理支援事業業務委託
令和３年度　単価設定を２段階にする（通常・限定）
＊このシートについては、生活保護行政運営事務費より一部組替えにより作成

必要性

　認知症等を患う被保護者が増加傾向にあり、金銭管理において支障をきたす事例が後を絶たないため必
要である。

実施
方法

3委託

目的

　金銭を計画的に消費していくことが困難な被保護者に対して、きめ細かな支援を行うことにより、安定
した日常生活を営み、その意欲や能力向上をさせ、その者の自立の促進を図ることを目的とする。

対象者
等

　高齢者や心身上の理由等により、自ら金銭管理を行うことが困難な者、福祉事務所長が必要と認める被
保護者とする。

内容

金銭管理支援事業の内容
①事業対象者の生活保護費等の収入から、生活に必要な経費の支払を代行し又は当該経費の支払を
　計画的に行うことができるように必要な額を事業対象者に分割して渡す。
②家賃等、公共料金等の日常的な債務の支払代行する。
③預貯金通帳の預かり等の財産管理する。
④病院の入院患者・施設の入所者・自立困難な在宅高齢者等の日用品の購入及び送付。
⑤金銭管理支援事業に伴う各種相談及び助言する。
⑥支援内容について
　支援内容に応じて２つの単価を設定している。
　通常支援　訪問を伴う支援
　限定支援　訪問を伴わない家賃や公共料金等の支払代行等の支援

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活保護法
終期設定 年度
開始年度 平成 31 2019 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-04-03 金銭管理支援事業

事務事業名 金銭管理支援事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 山口 内線 2629

事務事業コード 08-02-24 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 15 7 不明 0

実施：足立区、北区、板橋区、豊島区、杉並区、中野区、世田谷区、目黒区、品川区、中央区、千代田区、葛
飾区、江戸川区、新宿区、大田区
未実施：港区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、練馬区

金銭管理支援の必要性に合わせて事
業規模の拡大を検討する。

支援開始後も支援内容について、通
常と限定のどちらが適切な支援か協
議し、変更した。

ケースワーカーと事業所で支援内
容について情報共有しながら検討
する。

〇金銭管理支援の必要な対象者が増加傾向にある。支援対象者は高齢者のみではなく、65歳以下の被保護者も
含まれる。
〇支援開始後も、支援内容について、支援員とCWが情報連携を行い、適切な支援内容について検討していく必
要がある。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

本事業は委託により実施しており、行政費用の約93％を物件費が占めている。その内訳は、全額委託料となっ
ている。行政収入は、国庫負担金が14,190千円あった。

▲ 2,182特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) 0 ▲ 16,086
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 0 30,276 30,276 通常収支差額(c)+(d)=(e) 0
0 0

▲ 16,086 ▲ 2,182
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 0 377 377 行政収支差額(a)-(b)=(c) 0 ▲ 16,086
14,190 14,190

▲ 2,182

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 28,094 28,094 国庫支出金 0 14,190

0 0
14,190

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 0 1,805 1,805

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

委託料 金銭管理支援事業 26,966 委託料 金銭管理支援事業 28,094 委託料 金銭管理支援事業 34,452
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

4年度
金銭管理支援申込者数 ‐ ‐ ‐ 135 123 140 180

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

28,380 34,452
決算額（4年度は見込み） － 28,094 34,452
予算額 －

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　生活困窮者自立支援法に基づく必須事業であり、引き続き推進してい
く。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

4年度 5年度

R2年度以降は支援プランの作成省略
が可能であったため、減少。

支援プラン作成件数 88 28 20 40

仕事・生活サポートデスク相談件
数

2,659 4,570 7,191 6,700

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
元年度 2年度 3年度

4年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成21年 6月　区独自事業として、「仕事・生活サポートデスク」を常設設置
平成21年10月　厚労省の経済危機対策として住宅手当緊急特別措置事業(住宅支援給付)の開始
平成26年 3月　厚労省の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業であった住宅支援給付の終了
平成27年 4月　生活困窮者自立支援法施行。生活保護に至る前段階の生活困窮者に対する支援の強化を
　　　　　　　図るため、福祉事務所設置自治体において、必須２事業と任意事業による自立支援事業
　　　　　　　を実施。区独自であった仕事・生活サポートデスクを自立相談支援機関に位置付け
平成28年 4月　就労支援員、専門相談支援員(メンタル相談)を追加配置し相談支援体制を強化すると
　　　　　　　ともに、就労準備支援事業を実施
令和 2年 4月　家計相談専門員を配置、収支バランスの崩れている生活困窮者への支援体制を強化
令和 3年 4月　被保護者及び生活困窮者就労支援業務の一体的実施
令和 3年 7月　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の開始

必要性

　第2のセーフティネットとして平成27年度から全国的に実施された事業であり、平成30年6月には生活困
窮者自立支援法が改正され生活困窮者への支援の充実を図っており、必要性は高い。

実施
方法

2一部委託

　庁内に直営の相談支援の窓口「仕事・生活サポートデスク」を設置し、庁外に委託の就労準備支援事業
所を開設。ハローワークや社会福祉協議会等の関係所管・機関との連携による支援を実施。

目的

　生活保護に至る前段階である生活困窮者の自立に向け、生活を取り巻く本人の状況に応じた様々な生活
相談を受け、包括的かつ継続的な支援を行うとともに、就労等の支援体制の整備を行う。

対象者
等

　就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の
生活を維持することができなくなる恐れのある者。

内容

〇生活困窮者自立相談支援機関である「仕事･生活サポートデスク」にて、経済的な問題及び仕事･住居等
に不安を抱える対象者の相談を受け、課題の把握とともに適切な支援を検討するほか関係機関へ繋ぐ。
〇課題等の状況により支援プランを作成し、ハローワークや社会福祉協議会等の関係所管・機関と連携し
ながら就労支援及び就労準備支援、住居確保給付金支給等を実施する。
【必須事業】
・生活困窮者自立支援事業(就労支援事業)・被保護者就労支援事業・住居確保給付金
　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（令和３年７月～）
【任意事業】
・就労準備支援事業・被保護者就労準備支援事業・家計改善支援事業(令和2年度開始)
・子どもの学習・生活支援事業(子育て支援課所管)

政策 02 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成
施策 12 低所得者の自立支援

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅰ 生涯健康都市

生活困窮者自立支援法、荒川区生活困窮者自立
支援事業実施要綱等終期設定 年度

開始年度 平成 27 2015 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 4年度 3年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（4年度）

01-15-01 生活困窮者自立支援事業

事務事業名 生活困窮者自立支援事業
部課名 福祉部生活福祉課 課長名 伊藤

担当者名 鈴木(友) 内線 2634

事務事業コード 08-02-25 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和4年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成27年度9月会議　「生活困窮者自立支援法の運用にあたって」
平成27年度9月会議　「生活困窮者自立支援制度における任意事業実施の検討について」
令和3年度9月決算特別委　「住居確保給付金の令和2年度執行率(400％超)について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　生活困窮者自立支援法に基づく必須事業であり、全区が実施。
　任意事業についても、いずれかの事業を全区が実施。

社会福祉協議会や関係各機関に周知
し、区民に分かりやすいものとす
る。

ホームページの内容を適宜変更した
ほか、社会福祉協議会や関係各機関
への周知に努めた。

国からの通知等に合わせ、更に区
民の理解を深める施策を検討、実
施していく。

スタッフ会議による情報共有の場を
増やし職員間の連携強化を図るとと
もに、専門研修等を活用し、職員の
相談スキル向上を図る。

スタッフ会議、相談支援員の会議を
増やしての連携強化及び都や国主催
の研修(Web研修)等を活用し、職員の
能力向上を図った。

相談支援員向けの研修などを活用
し、職員の更なる能力向上を図
り、支援の充実に努めていく。

業務体制を事務職員・相談支援員と
ともに共有し、適切な事務体制や相
談体制を構築していく。

事務職員・相談支援員を含めて、事
務分担の見直し等により効率化を図
り、相談件数の増加に適切に対応し
た。

長期化するコロナ禍の状況を見な
がら、他自治体の取組等も研究
し、相談体制の在り方を含めて検
討していく。

○長引くコロナ禍の影響があり、住居確保給付金の相談件数が高止まりしている状況に加え、増加する区民の
生活や家計等に関する相談に適切に対応する体制を構築する必要がある。
○生活困窮者に対する相談の際、社会情勢や個々の状態にあわせた支援を実施するため、相談支援員が様々な
施策を熟知し、高度な相談スキルを習得していく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和3年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度に実施した
改善内容および評価

令和4年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

　行政費用では、補助費等が最も多く全体の約53％を占める。これは新型コロナウイルス感染症自立支援金制
度の開始によるものである。扶助費は住居確保給付金の支給決定件数の実績減により減となった。行政収入で
は、国庫負担金が79,317千円、国庫補助金が315,488千円の収入があった。

62,698特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 38,172 24,526
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 159,823 370,279 210,456 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 38,172
0 0

24,526 62,698
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 1,888 2,345 457 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 38,172 24,526
394,805 273,154

62,698

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 121,651
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 194,560 194,560 使用料及び手数料 0
扶助費 116,962 75,689 ▲ 41,273 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 11,804 73,297 61,493 国庫支出金 121,651 394,805

0 0
273,154

3年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 29,169 24,388 ▲ 4,781

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 2年度 3年度 差額 勘定科目 2年度

役務費・旅費 郵便料・会計年度任用職員旅費 1,088 負担金補助 新型コロナウイルス自立支援金 194,560 役務費・旅費 郵便料・会計年度任用職員旅費 840
扶助費 住居確保給付金 78,166扶助費 住居確保給付金 116,962 扶助費 住居確保給付金 75,689

委託料 就労準備支援事業業務委託 9,754 委託料 就労準備支援事業業務委託等 72,344 委託料 就労準備支援事業業務委託 9,471
需用費 事務用品、案内リーフレット 325需用費 事務用品 395 需用費・備品 事務用品、案内リーフレット等 323

共済費 会計年度任用職員社会保険料 2,413 共済費 会計年度任用職員社会保険料 1,788 共済費 会計年度任用職員社会保険料 1,620

職員手当 会計年度任用職員手当 1,822職員手当 会計年度任用職員手当 2,337 職員手当・旅費 会計年度任用職員手当・旅費 2,326
報酬 会計年度任用職員報酬 14,705 報酬 会計年度任用職員報酬 10,104 報酬 会計年度任用職員報酬 10,279

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和2年度（決算） 令和3年度（決算） 令和4年度（予算）

住居確保給付金新規支給決定者数 3 7 14 12 464
28 20 40

230 150
支援プラン作成件数 87 127 146 88

4年度
仕事・生活サポートデスク相談件数 2,320 2,760 2,975 2,659 4,570 7,191 6,700

実
績
の
推
移

事項名（4年度は見込み） 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

447,268 102,523
決算額（4年度は見込み） 22,886 22,862 24,440 24,963 148,222 357,134 102,523
予算額 26,161 25,212 24,944 25,254 150,044

3年度 4年度予算・決算額等の推移 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度


